
（１） 市内に事業所を有する中小企業及び個人事業主
（２） 上記の事業者で構成する研究会等の団体

中小企業人材育成支援事業は、近畿職業能力開発大学校附属京都職業能力開
発短期大学校が行う能力開発セミナー・オーダーメイド職業訓練を活用し、事業者の
技術力向上等の取り組みを支援することを目的とした補助金制度です。

～近畿能開大京都校～
能力開発セミナー・オーダーメイド職業訓練を支援！！

交付対象者

◆能力開発セミナー
交付対象者が、従業員又は構成員に、業務に必要な技術・知能・知識のレベルアップ
を図るための短期間の職業訓練（能力開発セミナー）を受講させるもの。

◆オーダーメイド職業訓練
交付対象者が、従業員又は構成員を対象としたオーダーメイド職業訓練を利用して、自社

に必要な人材の育成を図るもの。

≪対象となる研修等の範囲≫
・自社事業に係る専門知識、技能を習得させるもの
・技術革新に対応するためのもの
・成員開発等のための新たな専門知識、技術を習得させるもの

対象事業

◆対象経費 受講料（オーダーメイド職業訓練の場合は講師旅費も含む）、会場使用料、
機械器具使用料

◆補 助 率 対象経費の３／４以内（千円未満切捨て）

助成内容



補助金の流れ

交付申請 セミナーを受講（実施）又は訓練を開始する日の７日前までに、
補助金交付申請書を提出してください。

＜提出書類＞
［能力開発セミナー］
補助金交付申請書、セミナーの内容・受講費用がわかる書類、受講票、
受講者の名簿、従業員であることの証明書類、その他必要と認める書類

［オーダーメイド職業訓練］
補助金交付申請書、訓練の内容・受講費用がわかる書類、受講計画、
受講者の名簿、従業員であることの証明書類、その他必要と認める書類

交付決定 申請書の内容等を審査の上、補助金交付の可否を決定し、申請者
へ通知します。

実績報告 セミナーを修了又は訓練を修了した日から３０日以内に、実
績報告書を提出してください。

＜提出書類＞
［能力開発セミナー］
実績報告書、セミナーを受講したことを証する書類、
セミナーの受講に係る領収書の写し

［オーダーメイド職業訓練］
実績報告書、訓練を実施したことを証する書類、
訓練の実施に係る収支報告書・領収書の写し

額の確定 実績報告書の内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、
報告者へ通知します。

補助金支払 補助金を指定された口座に振り込みます。

※交付申請内容に変更が生じた場合は、上記の流れに加え、
変更承認申請書の提出が必要となります。
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